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はじめに

　法教育とは，法律専門家ではない一般の
人々が，法や司法制度，これらの基礎になっ
ている価値を理解し，法的なものの考え方を
身につけるための教育であるとされ（1），小・
中・高校において様々な内容の教育展開がな
されている。初等教育および中等教育におけ
る法律に関わる学習（2）では，もっぱら人権
などに関係して，憲法学的観点，あるいは刑
事訴訟手続に関わる側面の学習展開が中心と
なって組み立てられてきたが，近年，身近な
生活から生じるトラブルの解決を目指すとい
う民事法的観点の法教育も展開されている。
平成21年には，法教育推進協議会における私

法分野教育検討部会が「私法分野教育の充実
と法教育の更なる発展に向けて」と題する報
告書（以下，「報告書」という）をまとめ（3），
初等教育及び中等教育における私法教育につ
いての方向を示している。
　他方，この報告書で提示された私法教育が，
高等教育の場面でどのように発展するのかに
ついては明らかではなく，高等教育との繋が
り自体が意識されているかも明確ではない。
もちろん，報告書では，民法の諸原則から中
等教育における私法教育の方向が導き出され
ていることから，その点においては本格的な
法律学の学修と連結しており，将来の民法学
修等を見据えていることに疑いはない。しか
し，大学における教育現場では，それまでに
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実施されてきた「法教育」としての私法教育
に目を配ることなく，「法律学教育」（4）とし
ての民事法教育（すなわち専門科目としての
民法教育等）をスタートさせるため，「法教
育」と「法律学教育」の関連は，本来相互的
なものでなければならないにも関わらず，「法
教育」から「法律学教育」に対する一方通行
であることが殆どである。加えて，「分かり
やすさ」や「取り組みやすさ」を意識し，実
践的な授業展開を軸にしてきた法教育から一
転，座学で理論中心の法律学教育へと変貌す
ることにより，それまで鮮やかに捉えられて
いた法律の学習が，急に無味乾燥なものへと
変わり，学ぶ者にとっても途端に興味を保ち
にくくなるという側面も否定できない。
　したがって，法教育としての民事法教育の
効果を，法律学教育における私法教育へ反映
させるためには，法教育における私法教育を
意識した法律学教育の展開が不可欠であり，
特に初学者に対しては，この点，一層重視す
る必要があるだろう。
　本稿は，大学における民事法の初学者教育
に関し，法教育における私法教育の視点を整
理し，法律学教育における民事法教育の現状
を整理することで，法律学教育における教育
展開に必要な視点と要素を検討するものであ
る。

Ｉ．民事法教育に潜む構造的問題

　法律学初学者という場合，念頭に置くのは
法律学を専門的に学び始める者であり，多く
は大学教育で法律学の門を叩く者を想起する
であろう。つまり，中等教育における法教育
を終えて法律を学び始める者が初学者に該当
することになるが，当然ながら彼らに法的思
考や概念等の素地が全くないわけではない。
義務教育の過程では「権利」や「義務」とい
う概念を学び，「人を殺してはならない」「他
人の物を盗んではならない」等という社会生

活の根本的ルールを学ぶ。さらに学習が進め
ば，「人権」や「自由」についての基本的な
考え方や，裁判システムの概要をも対象とす
るようになる。これらは，「法的なもの」の
端緒であり，専門教育の導入部分である。
　これらの学習を通じて獲得する視点は，例
えば国対個人といったように，一方が大きな
力を持つのに対し，他方が比較的弱い立場に
なりやすいという構造であったり，裁判シ
ステムの学習場面において見られるように，
対等な当事者同士の争いというのではなく，
もっぱら刑事訴訟を舞台とした，裁く側と裁
かれる側という構造が前提となっているよう
に思われる。すなわち，（本来的にあるべき
姿は別として）大きな存在と小さな存在，力
を持つ存在と持たざる存在のように，対照的
な立場にある当事者同士が対立するという構
造を前提として法的観点を理解しようとする
学習構成であったり，善悪や正負といった対
極に位置する価値を基に判断するという構造
が前提になっている。このような場面におい
ては，その一方が「大きい」「力を持つ」側
に位置する国または国の機関であることがほ
とんどであるため，公法分野の学習と結びつ
きやすいことが指摘できる。
　他方，近年は，中等教育における私法の学
習として，消費者法や労働法等が取り扱われ
ている。しかし，私法分野に属するこれらの
法律は，その枠組みにおいて，実際には上記
のように両極に位置する者同士の対立的構造
がそのまま妥当するという特徴を持つ。消費
者法の場合には，「資力や情報，知識を有す
る企業」対「それらを持たない個人」である
し，労働法の場合には，「賃金を支払う企業」
対「雇われている労働者」であり，そこには

「大」対「小」あるいは「強」対「弱」など
といった図式が成り立つからである。
　では，この対立視点は全ての私法分野の法
律に敷衍できるものであろうか。例えば，単
純に個人間で指輪の売買を行うような場合を
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考えてみると，指輪の持ち主は「持つ者」と
して売主になり，買主は「持たざる者」に位
置する。このとき，売主は自己の所有物を売
るか売らないかを自由に決めることができ，
買う側は必ず指輪を手に入れることができる
とは限らない。見方によっては，特別な事情
が無い限りは売主の意思が優先され，結果的
に売主は「強者」として，買主は「弱者」と
して存在するようにも見える。
　しかし，実際にこれが問題となることはあ
まりない。というのも，通常，その人から買
うことができないとしても別な相手から買う
という選択肢が買主には残されているし，他
の指輪等を買うことで満足する場合もあるか
らである。裏を返すと，その物自体，他に代
わりがあまりない，あるいは唯一のものであ
る等の理由から，買主にはその売主から買う
以外の選択肢がなく，かつ買う側にどうして
も買わなければならない事情が存在する場合
に，「問題」として浮上するのである。
　これをもう少し整理すると，次のように考
えられる。まず，「他の代替物がなく目的物
の所有者が限られている」ということは，契
約の目的物に唯一性や希少性が認められるた
め，契約の相手を選択する余地がない状態で
あるとも言える。そして「買主に買わなけれ
ばならない事情がある」ということは，相手
方が提示してきた契約内容（例えば，高額な
支払い等）を受け入れざるを得ないという結
果に繋がり，このことは，買主に，契約をめ
ぐる内容決定の自由と締結の自由を，自ら犠
牲にせざるを得ない不利益を甘受させるもの
である。つまり，「一方当事者にとって契約
対象物に多大な価値があること」と「当該当
事者に他の選択肢がないこと」という二つの
要素が認められると，契約の大原則である契
約自由の原則が機能しないこと，それこそが

「問題」なのである。このような機能不全は，
売主（＝「持つ側」）の資力自体が何らかの
要因となっているわけではないし，当該売主

に所有権があるということにより生じている
わけでもない。つまり，当該「物」に対する
価値は見出せても，売主自身に買主に対する
何らかの優位性があるわけではなく，両当事
者は基本的に対等な立場にあると言える。
　翻って，先の消費者契約や労働契約はどう
であろうか。
　消費者契約での主な問題は，消費者（＝知
識や情報の少ない「持たざる側」）が企業（＝
それらを「持つ側」）の提示する契約に対して，
それが自己にとって有益（少なくとも不利益
がない）か否かの判断材料を持たない（持て
ない）が故に，自己に不利な内容で契約を締
結せざるを得ず，その結果多大な不利益を被
ることである。ここでは，上記指輪の売買契
約の場合のように，取引の対象となる物が実
際に希少であるか否かは特に問われないし（5），
消費者側に，取引の対象物をどうしても手に
入れなければならないという事情が存するこ
ともほとんど無い。むしろ，契約の成立に至
る過程で，消費者に正確な情報が与えられな
いことや，企業が消費者を騙すような行為を
行ったことが紛争の原因であって，これらは
原則的には取引当事者の誠実な対応で回避で
きる問題である。
　このように見ると，消費者契約と私人間の
通常の売買契約とでは，同じ売買契約という
カテゴリーにありながら，「問題」をめぐる
背景は大きく異なり，消費者契約は，「持つ側」
である企業が圧倒的「強者」として契約をコ
ントロールすることで，「持たざる側」にい
る消費者を「弱者」へと追い込み，消費者に
とっての契約自由の原則を阻害するという結
果を生んでいる。ここでは「持つ側」である
企業それ自体に，消費者に対する優位性を認
めることができ，先に指摘したように，当事
者の関係は「強」対「弱」の構造となってい
ることがわかる。
　では，労働法分野はどうか。雇用者はその
資力を元に労働力を獲得し，被用者は労働力
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を元に資力を獲得する。本来，両者の立場は
対等であるべきであるが，現実はそうではな
い。被用者側に特殊な技術や技能があり，そ
れに対して賃金が支払われるという場合に
は，両者は対等かむしろ被用者側に優位性が
認められるが，多くの場合，労働力は代替可
能性があるとされるし，昨今登場したAIを
めぐる議論にも見られるよう，労働の機械化
等によりむしろ被用者の労働力が必要とされ
ない（必要とされても少なくて良い）場面が
増え，雇用者側の優位性が高まってきたとも
言える。また，被用者側にとっては，このよ
うな社会上の変化により労働の機会が減少す
ると，労働そのものの価値が上昇する。さら
に，特殊な技術等を有しない者にとってみる
と，現在の仕事に従事した期間が長くなれば
なる程，年齢等の要因により他の仕事を獲得
することが難しくなるため，被用者にとって
の現在の仕事の価値は上昇するし，他の仕事
との代替可能性は無いに等しいこととなる。
　このような構造は，被用者側には他の仕事
を選択する余地がほとんどなく，かつ当該仕
事の価値がその被用者にとって高いという点
で，前述の指輪の売買の場面と類似するとこ
ろがある。さらに，労働に特殊な要因として，
被用者側の生活という重要な要素があること
は忘れてはならない。すなわち，被用者が労
働するのは生きるためであり「生」は他に代
えられない価値である。労働を失うことは，
それ自体として価値あるものを失うだけでな
く，さらに大きな価値をも喪失することに繋
がりかねない。そのため，多少の不利益等が
あったとしても，被用者は雇用者の要望を受
け入れる傾向にあるし，雇用者側も，例えば
サービス残業の強要など，それを利用する場
面が見られる。
　そうすると，労働法分野においては，被用
者側から見て契約対象物の希少性や代替的選
択肢の不存在といった要素に加えて，契約対
象物以外の現在有する価値の喪失の危険性と

いった特殊な要素が存在し，この要素はほと
んどの場合，被用者を「弱者」へと追いやる
働きをする。それゆえ，構造的な「強」対「弱」
が創出されやすいことが指摘できる（6）。
　以上から，専門的に法律学を学び始めるに
至るまでの間の学習においては，私法的問題
を取り扱っていたとしても，潜在的に「強」
対「弱」といった両極にいる当事者の対立構
造が前提となる法的問題が中心的に取り扱わ
れていることがわかる。これは，対等な立場
にある両当事者による対立構造を基本とする
一般的な民事法の構造とは大きく異なること
から，民事法の初学者教育を実施するにあ
たっては，まず法律学初学者の基本的な視座
として，両極に位置する当事者観が根付いて
いることに注意しなければならない。なぜな
ら，このような視座は，無意識のうちに「大
きい」「力を持つ」側に対する権利の行使と
いう側面を問題視し，「大きい」「力を持つ」
側の主張や判断の妥当性を吟味するという観
点から物事を判断することに繋がりやすく，
感情的に「可哀想だ」と判断される一方当事
者の利益のみを考慮する思考形態への傾斜を
もたらしかねないからである。もちろん，民
事法の学修においても，弱者の保護という観
点は重要なものであるが，原則は対等な当事
者同士の行為規範は如何にあるべきかの検討
から始めなければならない。よって，民事法
初学者に対する法律学教育においては，契約
の場面であれ裁判の場面（7）であれ，まずは
両当事者が実質的に対等な立場に立っている
ことの理解から始める必要があり，このこと
が民事法初学者教育における出発点であると
言える。

Ⅱ．「合意形成」と「法的基準」

　先の報告書では，法教育における私法分野
教育につき，民法では契約分野，財産・責任
分野，家族の分野が対象として取り上げられ，
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契約分野については「契約自由の原則」と経
済活動におけるその例外が，財産・責任分野
については所有権絶対の原則と不法行為に関
わる過失責任の原則が，家族の分野について
は家族そのものと個人の尊厳，あるいは行為
能力等の学習が指摘され，各々発達段階に応
じた教育のあり方に配慮した検討が行われて
いる（8）。また，紛争解決の分野に対する法
教育としては，民事手続法の意義についての
知識や理解を踏まえることが重要であるとさ
れ，当事者間の交渉や第三者を交えた調停，
仲裁，裁判手続を視野に入れた紛争解決を意
識した教育の指摘がなされ（9），具体的展開
として民事模擬裁判（10）や模擬調停の実施が
説かれる（11）。
　ところで，法教育においては学習者の実践
が中心として組み立てられることも一つの特
徴である。例えば，ルール作りなどは比較的
早い段階で取り上げられる法教育であるし，
友人同士のトラブル解決や，紛争の規模をよ
り広げた，同一マンション内でのトラブル解
決なども，交渉や調停の実践として扱われて
いる。このようなことに鑑みると，法教育に
おける教育の主眼は，問題解決案の作成で
あったり，あるいは紛争解決を目指していか
に行動すべきかといった点に置かれており，
それらに必要な範囲で，実体法上の関係法規
とその趣旨等を学習するということになる。
　これに対し，法律学教育のアプローチは真
逆である。まず，根拠となる実体法規の学修
に始まり，それを用いて紛争の解決を導くわ
けだが，仮に上記と同一の紛争事例を扱った
として，法教育的アプローチから導かれた結
論と，法律学教育的プロセスを経て得られた
結論とを比較した場合，どちらに「妥当性」
や「正当性」を感じるかは，二つの異なる側面，
すなわち「当事者の合意に従った解決」と「法
的基準に従った解決」のうちどちらを重要視
するかによって異なり得る。
　そうすると，「当事者の合意」と「法的基

準」とは単純な対立概念のようにも捉えられ
るが，そうではない。「当事者の合意」と「法
的基準」には，「法的基準」が「当事者の合意」
を促進するのか，あるいは逆に阻害するのか
という二つの関係性が認められる。
　例えば，夫婦の別居事例で考えてみよう。
別居に際し，収入の少ない側（＝権利者）は，
収入の多い配偶者（＝義務者）に婚姻費用の
分担を求めることが殆どであるが，この婚姻
費用の額を算出する根拠として，裁判所は婚
姻費用算定表（12）を用いている。この算定表
は，夫婦それぞれの年収や子供の有無及び年
齢・人数等に応じて，義務者が権利者に支払
う婚姻費用の基準額を導くものであり，一種
の法的基準である。
　この算定表から算出された婚姻費用の額に
沿って当事者が実際の負担額を決定する場合
は，法的基準が当事者の合意を促進する場面
であるのに対し，算定表から導き出された額
が，権利者の求める額よりも低額であるよう
な場合などは，権利者はもっと高額であるべ
き旨を主張するだろうし，かたや義務者は，
原則的には自己が譲歩する必要性はないとい
うことが判明しているため，権利者の主張は
不当な要求であるとして算定額を超える額の
負担を拒むことの正当性を主張するだろう。
この場合はまさに，法的基準が当事者の合意
形成を阻害する方向で作用したと評価でき
る。
　さらに，この事例を，法教育及び法律学教
育それぞれの枠組みで扱うことを想像してみ
よう。法教育においては，先に指摘したよう
に実践が主眼であり，当事者及び調停人（ま
たは裁判官）による，話し合いを中心とした
紛争解決がその目的となるため，両当事者の
経済的事情や生活状況，別居に至る経緯等，
分担する婚姻費用の額を決定するプロセスこ
そが重要な意味を持っている。そのため，多
くのやり取りを積み重ねる中から，できるだ
け両当事者の納得のいく額を導き出したとい
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うこと自体を，つまり，当事者の手で結論を
導いたという合意形成過程を重視することに
なる。この場合，算定表に基づく一般的な負
担額という解決基準が存在しなくても，紛争
が解決することは十分にあり得る。そうであ
るとすると，このような法教育における算定
表というのは，どうしても当事者自身の手で
解決することができなかった場合に，第三者
が決定しなければならない婚姻費用の分担額
についての，客観性や合理性を担保する役割
を担っているともいえる。
　他方，法律学教育においては，法的基準の
学修が先行することから，初めから既に一定
の結論，本事例では本来分担すべき金額が算
定表により予め示されており，話し合う内容
自体がある程度方向付けられた状態からス
タートする。つまり，そこでは算定表から弾
き出された額をめぐり，如何に自己の求める
金額へ近づけるかという綱引きが交渉の実態
となってくることから，話し合いの過程とい
うのは単に自己の主張の正当性を述べるため
の機会でしかなく，法教育の場面で見られる
ようなゼロからの合意形成過程とは性質が若
干異なる。したがって，法律学教育において
は，合意形成の過程よりも，まずは法的基準
の適用を考えることが第一であり，合わせて
法的基準適用にあたっての裁量の幅を考える
ことが主要な内容となる。そして，合意は，
裁量の幅を定めるための一要素として限定的
な範囲で作用することになり，合意による決
定内容の自由度は狭まる。
　このことは，現在の法律学教育，より具体
的には，大学における民法と民事手続法の学
修展開における学生の思考形態にも影響を与
えている部分がある。大学における民事法教
育は，権利義務の発生・消滅根拠たる実体法
である民法の学修が，紛争解決手続を定める
民事訴訟法の学修よりも先んじて始まること
が多いため，学生はまず紛争解決の根拠とし
て「法的基準」の学修からスタートすること

となる。したがって，学生が「合意形成」を
学ぶ段階では，典型的な紛争類型に対して既
にある程度の解決基準を有した状態から学修
を始めるため，本来であれば一種の合意形成
過程である紛争解決過程で生じる諸問題，い
わゆる手続的問題が何かを考えなければなら
ないにも関わらず，学生の視点は，争いとなっ
ている権利義務関係を解き明かすこと，すな
わち法的基準の適用に注がれやすい（13）。
　また，学生自身が法的基準の知識を有する
がゆえに，それに固執してしまう傾向が見ら
れ，その結果，法的基準に幅を持たせるはず
の話し合いであるにもかかわらず，交渉の硬
直化という現象が生じる。この交渉の硬直化
は，いわば法的基準の絶対化でもある。しか
し，現実の紛争解決手続においても，例え
ば和解や調停，その他のADR手続（14）では，
話し合いによる互譲と合意形成が重要であ
り，そこでは法的基準に縛られすぎずに柔軟
な解決策を探ることが重要なのである。
　以上見てきたように，法教育において最も
重視されてきたはずの「合意の形成」は，法
律学教育においては一歩も二歩も後退し，代
わりに「法的基準」とその適用が重視される
結果，それまで実施されてきた法教育と専門
的学修である法律学教育の分断が生じること
となった。つまり，法教育においては，紛争
解決に際して当事者の合意の形成を主軸と
し，その正当性を客観的に担保する形であっ
たり，あるいは合意に至らない紛争の解決基
準として，法的基準の適用を検討するという
枠組みを用いることで，「合意の形成」と「法
的基準の適用」との相互関連が比較的明確に
されたし，かつその役割分担も明白にするこ
とができた。なお，法教育の場面ではそもそ
も法的基準自体の学習機会が設定されていな
いことも，その一因であろう。
　これに対して，法律学教育では，法的基準
たる法規の適用を主軸とした紛争解決を中心
に据えることで，直接的に紛争解決の答を提
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示できることから，紛争解決に向けた当事者
の合意の形成過程はさほど重視されなくな
り，その結果，「法的基準の適用」と当事者
間の「合意の形成」の繋がりが不明瞭なもの
となった。さらに，学修展開上も各々が独立
した別個の存在であるかのような様を呈して
いるため，その傾向にますます拍車がかかり，
特に重要性の後退した「合意の形成」は，法
律学教育においてはその存在意義が薄れてい
るともいえる（15）。このことは，民事法教育
の重要な柱の一つである民事手続法の意義や
役割，実体法との関連性等を理解する上で，
非常に大きな障害となっており（16），民事手
続法教育の抱える根本的な問題であって，民
事法初学者に対して特に配慮しなければなら
ない部分であると指摘できる。

Ⅲ．民事法初学者への教育展開

　私法教育及び民事法教育をめぐっては，法
教育と法律学教育とでそれぞれ異なる視点を
前提としており，さらに教育展開上も異なる
アプローチを採用していることがわかった
が，そのことが逆に両教育の分断の原因と
なっていたことも明らかとなった。これは，
民事法教育の実施に関して法律学教育が抱え
る根本的かつ重要な問題であり，これを解消
することは，法律学教育において充実した民
事法教育を展開し，法教育で獲得した知見を
深めるために不可欠であり，できるだけ早い
段階でこれを解消することが望ましいのは言
うまでもない。
　では，法律学教育における民事法初学者に
対して，どのような教育展開を図ることが，
それまでの法教育の効果を無駄にせず，かつ
その法的能力を発展させることになるであろ
うか。ここまでの検討を踏まえて考えられる
一つの方向としては，まず当事者は対等であ
るという視点を前提とすること，その上で「当
事者の合意」と「法的基準」の関係性を明確

にすること，特に，「当事者の合意」を目指
して「法的基準」を適用することといった，
三つの点をクリアするような内容で教育展開
を図ることである。なお，「当事者の合意」
を目指した「法的基準の適用」という場合に
は，後者が常に優先されるのではなく，あく
まで両者を同等の価値あるものとして理解さ
せる必要がある。
　これを叶える具体的方法の一つとして，何
らかの契約の締結と，それに関わるトラブル
の解決という実践を行わせることも有用であ
ろう。法教育が実践を中心に展開していたこ
とから，法律学教育へ学修舞台を移した学生
にとっても，実践教育は馴染みやすいものだ
からである。以下ではこの実践的学修につい
て必要な要素を検討する。

（1）　契約の締結過程を実践させること
　そもそも契約は，一方が他方にお仕着せす
るものではなく，両者が自由に作り上げるも
のである。契約条項の確定を協働して行うこ
とで，互いが対等な立場にあることが一層意
識されやすくなる。同時に，この行為を通じ
て，民法の重要な原則である「契約自由の原
則」の理解が促進されることが期待できる。
　契約を締結する過程では，互いがそれぞれ
自己に有利になるように内容を決めようと動
くが，そうなると当然に当事者の利益が衝突
する。その中で，互いに譲り合いながら契約
内容を決めていかねばならないため，その後
問題が発生した場合であっても，自らが主体
的に内容を決定したという事実が，その後の
行動に影響を及ぼし得ることを，身を以て理
解することが可能になる。
　さらに，法教育と法律学教育の分断は，法
律学教育が「当事者の合意」の重要性を相対
的に低下させていることが一因であることは
既に述べたところであるが，これを解消する
ために，学生に当事者が合意する過程を体験
させる必要がある。自己が経験したことは印
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象に残りやすく，また，行為そのものに一定
の価値を見出しやすいからである。
　法教育では実践場面は紛争解決に設けてい
るが，ここではまず，紛争の原因である契約
の締結過程を実践することが重要である。な
ぜなら，法律学教育では法的基準について学
修を進めていることから，紛争場面に特化し
て実践を行うことは，単に法規の適用訓練を
行うことに等しく，それだけでは座学での学
修と何ら変わりなく，単に試験問題に取り組
むのと同じになってしまう恐れがあるからで
ある。
　紛争は，契約を締結する過程に何らかの問
題や行き違いがあって発生することもあり，
その際には，当事者が何について合意してい
たかがしばしば問題になる。したがって，契
約締結過程を体験させることにより，「当事
者の合意」が紛争解決においてどのような役
割を果たすかを理解させることができる。

（2）　契約として何らかの取引行為を扱うこと
　契約には様々な種類があるため，具体的な
実践を考えた際，どのような契約を扱うかは
悩ましいところである。法律学初学者を念頭
に置くならば，日常生活に身近であり，具体
的イメージを想起しやすい賃貸借契約か売買
契約が妥当であろう。このうち，先の報告書
に沿うならば，所有権とその移転，過失責
任の原則の学修を盛り込みやすい売買契約が
より適切なように思われる。売買は社会生活
上もっとも基本的な行為であるし，大学入学
したてのような未成年者であっても，一度は
経験したことのある行為だからである。この
ように親しみやすい事例を扱うことも，取引
の全貌を把握しやすいという点で重要な要素
であろう。さらに，売買契約の中でも，不動
産売買は様々な側面の問題を扱うことができ
ることから（17），学修の幅や内容を広げるに
は適していると言えるが，民事法初学者の殆
どは自分自身でそれを経験したことはないこ

とから，法的な事項に限らず，基本的な用語
や概念（たとえばLDKが何を示すのかや頭
金の性質など）を説明する等，事例実践の充
実した実施のためには相応の事前準備が必要
である。したがって，まずは動産の売買を扱
うことで売買の基本を概観させ，その後順を
追って不動産売買へとつなげることが望まし
いように思われる。

（3）　事例実践であること
　（1）とも関連するが，契約を疑似体験させ
ることで，法律学の学修は従来の法教育の実
施にも馴染む教育と位置付けられるため，学
生にとっても，法的問題の解決という実際に
は難しい課題であっても，比較的容易に取り
組みやすい。
　また，事例の実践は，法的基準が深く関係
しないところで展開することも可能である一
方，内容的に複数の法的基準の適用を視野に
入れた授業の展開も可能である。通常の講義
においても法規の適用については学修する
が，講義は単元毎に構成されることがほとん
どであるため，条文を中心に構成されること
が多い。しかし，実際には一つの問題におい
て複数の法律構成が成り立つ場合があること
から，それを念頭に置いた授業展開も可能で
ある。但し，民事法初学者を対象とする場合
には，多くの論点を含む事例よりも，比較的
シンプルな事例を設定して，取引全体の概観
把握を容易にしておく方が，学修効果は高い
ように思われる（18）。

（4）　最終的に紛争解決場面を実践させること
　法律学教育の主眼は法的基準の理解と適用
にあることから，これを正面から扱うことが
できるのが，紛争解決の場面である。さらに，
ここで「当事者の合意」がどのように作用す
るのかを改めて確認することができ，法規と
いう明確なものだけから形式的に判断するの
ではなく，背景事情を考慮するという視点を
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身につけることが可能となる。このような視
点は，判例研究などの場面でも有用なもので
ある。
　また，紛争解決手段には，裁判以外にも様々
なものがあることを理解することができ，事
案の性質によっては，法的基準に則り裁断的
に判断するよりも，当事者の満足度が高くな
る場合があることも理解できる。さらに，紛
争解決での話し合いの態度が，相手や判断者
にどのような印象を与えるのかを体験するこ
とが可能となる。交渉態度は交渉においても
重要な要因であり（19），教科書や裁判例など
からでは得られない，言外の言の影響を如実
に感じ取ることも可能であるだろう。

おわりに

　初学者を対象に，法教育における視点と法
律学教育における視点の違いから，それぞれ
の場面における教育展開を検討すること，殊，
民事法教育に関しては，従来の法律学教育で
の教育展開ではあまり取り入れられていない
法教育における私法教育の実践的アプローチ
を，法律学教育の方でどのように受け止め，
対応していくかを考えなければならない。こ
の問題は，実体法と手続法の融合的教育をも
視野に入れることになるであろうし，その結
果，手続法分野の教育展開に直接影響を及ぼ
すことになろう。先に見た通り，法教育にお
ける授業の展開は，実践にその特徴があると
ころ，法的議論を主とする法律学教育にお
ける実践授業とは，「実践」の捉え方が異な
る部分がある。法教育に言う実践授業の延長
にあるのは，合意形成等，手続法的観点から
の実践であり，それを実体法規の学修といか
に関連付けて行うかが重要なポイントとなろ
う。いずれによ，実践授業を取り入れるにし
ても，少人数教育での展開が原則となるであ
ろうし，さらには，実践ではない通常の講義
内容と，どのように関連させていくかという

問題もある（20）。法律学教育における民事手
続法をめぐる初学者教育をどのように展開す
るかは，今後に残された課題である。

〔付記〕
　本稿は，2016年度北星学園大学特別研究費
による研究の報告である。

〔注〕
（１） 法務省HPによる。http://www.moj.go.jp/

housei/shihouhousei/index2.html参照。
（２） 本稿では，中等教育までの学びを「学習」

とし，高等教育以降の学びを「学修」と表記
する。

（３） 前掲注（1）参照。
（４） 本稿では，大学における専門的な法律学修

を，法教育と区別して，「法律学教育」とし，
法教育における民法及び民事手続法の教育を

「私法教育」，法律学教育におけるそれらの教
育を「民事法教育」と呼称する。

（５） 実際のところ取引対象の希少性を殊更強調
して契約を求めることはあるが，争いになる
のはその対象物には価値がないにも関わらず
価値があるかのように説明して契約を締結さ
せるという行為があった場合が殆どであり，
事情が異なる。

（６） もちろん，労働基準法等，労働者を保護す
る法律が整備されており，雇用者が一方的に
労働者を解雇できない状況ではある。しかし，
被用者が訴訟等を通じて雇用者の不当な圧力
の排除に成功したとしても，職場内の空気や
人間関係等，被用者にとって，就業を続ける
ことが事実上困難な状況が生じることは容易
に想像でき，結果的に自主退職等により仕事
を失う事実が発生することは，残念ながら防
ぐことができない。

（７） 民事訴訟においては，対立当事者間の関係
は水平関係として対等な立場であることが説
明される。

（８） 報告書４頁以下。
（９） 前掲注（8），11頁。
（10） 離婚を扱った模擬裁判の実施例もある。

2018年度の第９回法と教育学会においては，
古典物語に見られる通い婚を題材に，婚姻破
綻を理由とする妻から夫への損害賠償請求を
現在の民法に照らして判断するという事例の
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報告が行われた。札埜和男「古文『蜻蛉日記』
で民事模擬裁判―「かげろう裁判」道綱母，
兼家を訴える/古典と法と日本史の融合」。

（11） 前掲注（8），13頁。
（12） 裁判所HPによる。
 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/

santeihyo.pdf参照。
（13） 実際に，筆者の担当する民事訴訟法の期末

試験の答案においても，事例問題に対し，民
事訴訟法上の問題点を論じるのではなく，事
例に対して適用できそうな民法の条文を摘示
し，その解釈論や判例を示して自己の見解を
説く答案が稀に見られる。

（14） Alternative Dispute Resolution（代替的紛
争解決）の略。中立的な第三者が当事者間に
介入して紛争の解決を図るもので，紛争当事
者の合意の形成を目指す調整型ADR（調停・
あっせんなど）と第三者が判断を示して決着
をつける裁断型ADR（仲裁・裁定など）があり，
低廉な費用，簡易な手続，非公開手続による
紛争実体に則した柔軟な基準による妥当な解
決等のメリットが指摘される一方，当事者の
十分な主張・立証の欠如，厳格な法的判断の
回避などのデメリットが指摘される。中野貞
一郎ほか編『新民事訴訟法講義〔第３版〕』（有
斐閣，2018年）７頁以下。

（15） 民法では，当然ながら私的自治（意思自治）
は大原則として説明されるし，民事訴訟法に
おいても処分権主義が根幹であることは説か
れている。しかし，「意思」の重要性に比して「合
意」の重要性が改めて説かれる場面は少ない。

（16）  例えば，債務不履行は，当事者の一方が「任
意に」債務を履行しないこと（場合によっては，
任意に履行できないこと）から端を発する問
題であり，それに対して履行の強制という裁
判手続の利用が促される。つまり，「合意」が
守られないことが裁判手続への移行を生むの
だが，訴訟の発生原因はただ観念的に「債務
の不履行があった」との文言で済まされるた
め，そこに「意思」の影を把握することがで
きない学生が多く，訴訟で守るべき利益を形
式的にしか捉えられない場面が多々見られる。

（17）  例えば，所有権の移転時期はいつか，一括
払いと分割払いの違いによる所有権の取得時
期，引き渡しとの関係，登記の意味・内容，
手付とその働き・性質，第三者の権利，瑕疵
担保，危険負担等々，様々な問題を検討できる。
また，より発展的には，当該不動産上に賃借

人を設定することで，賃貸借契約をも学修さ
せることができる。

（18）  筆者と共同研究者である足立清人教授は，
これまで１年生を対象とした少人数教育にお
いて不動産取引実践を実施してきており，代
金の支払方法について，当初，現実には一般
的である住宅ローンの利用を前提としていた。
しかし，入学したての学生にとってみると，
不動産売買契約の相手方と，ローン契約の相
手方が異なるという仕組みを理解することか
ら始めなければならず，混乱を招くことが多々
あった。そこで，代金の支払いを現金一括払
いへ変更したところ，学生も，売買契約その
ものの理解に注力することが可能となったと
いう経緯がある。

（19）  交渉学においては，相手方を問題解決の協
力者として捉え，両当事者の抱える問題点に
焦点を当てて感情的問題を遠ざけることで，
より良い交渉が可能となることが指摘される。
参考として，フィッシャー＆ユーリー著（金
山宜夫ほか訳）『ハーバード流交渉術』（三笠
書房，1990年），法交渉学実務研究会・小島武
司編『法交渉学入門』（商事法務研究会，1991
年），和田仁孝『民事紛争交渉過程論』（信山
社，1991年），同『民事紛争処理論』（信山社，
1994年）など。

（20）  例えば民事訴訟法は，裁判手続の具体的内
容に関わる諸問題を学修するが，それと実践
学修の実施を結びつけることはなかなか容易
ではない。




